
1 

 

 

２０２６（令和８年） 

造 園 協 便 り 
                    １．２．３月  

第２２２号               一般社団法人 秋田県造園協会 

Ⅰ 令和８年度（第５１回）通常総会について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年２月２４日（火）16：30 秋田市「パーティギャラリーイヤタカ」で、 

造園協会の第５１回通常総会が開催されました。 

議長については、定款第１６条により、会長がこれに当たると定められている 

為、会長が議長となり、就任あいさつの後、議事に入りました。 

 

  議案第１号 令和７年度決算報告については、審議の結果、全員一致で承認 

されました。 
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報告事項６件について説明し、全員一致で承認されました。 

  （１）令和７年度公益目的支出計画実施報告書について 

  （２）令和７年度事業報告について 

  （３）令和８年度事業計画について 

  （４）令和８年度収支予算について 

  （５）理事会への委任事項について 

  （６）借入金の最高限度額について 

   

  【令和８年度事業計画】 

①造園環境緑化に関する展示普及活動 

     ・県の森林祭等イベントでのＰＲと理解促進 

・第５回「グリーン＆フラワーフェスティバル」の開催による普及・技術 

研鑽・業界活性化 

 

②社会課題解決事業の促進 

     ・「花とみどりのふれあいまつり」での冬囲い･冬期剪定等の講習会開催 

・児童支援施設の敷地内除草等ボランティア活動の実施 

・クマ対策事業のような社会課題解決型事業を通じた協会活動の活性化 

 

③緑化行政に対する協力や関係行政機関との意見交換会の開催 

     ・緑化関係団体等のイベントの参加（緑の募金運動、花いっぱい運動等） 

     ・関係行政機関の職員を対象に、公園や街路樹の適正管理等についての 

講習会開催 

 

④広報活動 

     ・機関誌「造園協だより」の発行・ＨＰ掲載 

・中学校や高校向けインターンシップ等の受入推進 

 

⑤研修会の開催 

     ・各種資格講習や安全・衛生教育の開催（会員ニーズに応じて実施） 

 

⑥2027年国際園芸博覧会への協力 

・推進協議会への参画と会場づくりへの協力 
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協会関連行事 

１月 ６日（火） 新年造園人の集い          東京都 

１月１５日（木） 秋田市支部監査、理事会       林泉会館  秋田市支部長他 

１月２０日（火） 日造協東北総支部支部長会議、挨拶回り  仙台市  佐々木支部長 

   １月２８日（水） 監査、第１回三役会議、第１回理事会   林泉会館  会長他 

２月 ４日（水） 建災防安全祈願祭          秋田市   酒井副支部長 

２月１２日（木） 秋田市支部通常総会         林泉会館  秋田市支部長他 

         日造協秋田県支部幹事会       林泉会館  佐々木支部長他 

２月１７日（火） 第２回理事会（書面決議） 

２月１８日（水） 第２回三役会議           林泉会館  会長他 

２月２４日（火） 県造協通常総会           秋田市   会長他 

２月２６日（木）～２７日（金） 造園連支部長会議、造園連伊勢神宮奉納行事造園感謝祭 

三重県   佐藤支部長 

   ２月２６日（木） 街路樹剪定士認定試験        盛岡市   会員 

３月１２日（木） 造園連東北ブロック会総会      青森県   佐藤支部長他 

３月１３日（金）～１４日（土） 日造協地域リーダーズ勉強会  群馬県 細矢会員 

３月１３日（金） 秋田県林業トップランナー養成研修修了式（代表のみ） 

３月１７日（火） 秋田市支部理事会          林泉会館  秋田市支部長他 

３月２６日（木） 第３回水と緑の森づくり基金運営委員会  秋田市  会長 

３月２７日（金） 全国育樹祭秋田県実行委員会第２回総会  秋田市  正木副会長 

 

４月以降の行事予定 

４月 ７日（火） 秋田県林業トップランナー養成研修開講式 

４月１３日（月） 日造協秋田県支部監査           林泉会館 

４月１７日（金） 秋田市役所関係部局あいさつ回り      秋田市役所 

４月２１日（火） 日造協秋田県支部幹事会          林泉会館 

４月２３日（木） 造園連秋田県支部監査、理事会       林泉会館 

４月２５日（土） 緑の募金街頭キャンペーン         秋田市 

５月１９日（火） 日造協秋田県支部通常総会         秋田市 

         造園連秋田県支部通常総会         秋田市 

５月２５日（月） 造園連通常総会              東京都 

５月２６日（火） 日造協東北総支部通常総会         仙台市 

         東北地区緑化団体協議会          仙台市 

６月２５日（木） 日造協本部総会              東京都 

６月下旬予定   造園技能検定受験準備講習会（実技）    秋田市 

７月下旬予定   造園技能検定受験準備講習会（学科）    林泉会館 

  １０月 ９日（金） 日造協総支部長・支部長・全国事務局合同会議   京都府 

１０月２４日（土）～２５日（日） グリーン＆フラワーフェスティバル 千秋公園 
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お知らせ 

 

☆ 県からのお知らせについて 

  ○秋田県建設部より 

・秋田県建設キャリアアップシステム活用に関する実施要綱及び運用の制定に 

ついて（1/15） 

・秋田県ＩＣＴ活用工事実施要綱類の改正について（1/22） 

・秋田県簡易型ＩＣＴ活用工事実施要綱の改正について（1/22） 

・改正貨物自動車運送事業法の周知について（1/23） 

・秋田県週休２日制工事に関する営繕課運用の一部改正について（1/26） 

・地域建設業経営強化融資制度の延長について（2/5） 

・入札参加資格審査に関する運用基準の一部改正について（2/5） 

・電子納品運用ガイドライン等の運用の一部改正について（2/12） 

・令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について 

（2/26） 

・経営事項審査及び令和９・１０年度適用秋田県建設工事入札参加資格審査の説明 

動画の周知について（3/3） 

・ＩＣＴ活用工事及び簡易型ＩＣＴ活用工事の発注方針について（3/5） 

・快適トイレ実施要領の改正について（3/12） 

・秋田県建設工事入札参加者指名停止基準等の一部改正について（3/17） 

・秋田県営繕工事設計業務成績評定要領等の改定について（3/19） 

・建設工事の予定価格事後公表のモデル的試行について（3/19） 

・工事請負契約書に添付する「契約事項」等の一部改正について（3/23） 

・入札時における見積内訳明細書の取扱要領の一部改正について（3/23） 

・工事請負契約書における契約の保証の取扱いについての一部改正について（3/23） 

・令和７年度建設工事下請負等実地調査の結果について（3/27） 

・「営繕工事の入札時における見積内訳明細書の様式について」の一部改正について 

（3/30） 

 

○秋田県農林水産部より 

・「あきた農林水産ビジョン－秋田県農林水産業・農山漁村振興基本計画－」に 

ついて（3/30） 

 

○秋田労働局より 

・建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュ 

アルの改正について（3/23） 
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☆ 造園連本部会費改正のお知らせ 

  ○造園連本部より下記の通り会費改正のお知らせが届いております 

 

組合員の皆様におかれましては当協会の活動及び運営にご支援とご協力を賜り 

まして、厚く御礼申しあげます。 

さて、令和 7年 5月 22日開催の令和 7年度通常総会におきまして、令和 8年度 

より造園連組合員の会費を現状の月 1，250円から月 2,250円に値上げすることが 

承認されました。 

当連合会は前回の会費値上げから 30年以上、会費を据え置いておりましたが、 

組合員サービスの更なる充実と今後の当連合会の安定的な運営を鑑みて、会費値上げ 

について総会にて審議を行い承認いただいた次第です。 

組合員の皆様におかれましては様々な面で大変な状況と拝察し、このような時期に 

会費値上げを行うことは大変に心苦しいのですが、上記の状況をご理解いただき、 

何卒ご協力賜りますようお願いいたします。 

 

      １．会 費  年額 ： 現在 15,000 円 → 改定後 27,000 円 

 

         ２．改定実施年度   令和 8 年度（令和 8 年 4 月 1 日～）から 

 

 

 

☆ 造園連みどり福祉制度の給付内容の変更について 

   令和４年３月２９日に開催された第４回理事会において、みどり福祉制度の今後の 

運営について検討し、令和４年度より以下のように給付内容が変更されました。 

造園連の組合員であれば給付対象になりますので、該当される方は秋田県支部への 

速やかな手続きをお願いします。 

 

 種 類 給付金額等 添 付 書 類 

①  死亡給付金 
10,000円 

住民票１通、又は死亡通知・会葬

礼状でも可 

②  災害見舞金 

地震・火災 

風水害 

10,000円 

公的機関の証明書１通、又は造園

連指定の確認書でも可 

③  事業継承 

勇退感謝状 
感謝状 

各種変更届（様式第 4 号） 
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☆ GREEN × EXPO ２０２７ 

ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ ２０２７ とは？ 

2027年に神奈川県横浜市（旧上瀬谷通信施設）で開催される国際園芸博覧会の略称です。 

「植物」、「花」、「緑」を総称し、「自然」、「環境にやさしい」という「ＧＲＥＥＮ」、国際 

的に共通する課題の解決に寄与する国際博覧会「ＥＸＰＯ」という語を掛け合わせ、これ 

からの自然と人、社会の持続可能性を追求し世界と共有する場であることを表現しました。 

日本では１９９０年の大阪花の万博以来３７年ぶりとなる最上位（Ａ１クラス）での開催 

で、ＢＩＥ（博覧会国際事務局）認定の万博でもあります。 

 

テーマ  幸せを創る明日の風景 ～Sceneri of the Future for Happiness～ 
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☆ 県造協のホームページにもいろいろな情報が載っていますので、 

ぜひご覧ください！！ 

      http://akita-kenzokyo.com/ 

 

      

 ユーザーの皆様へ 造園ワンポイント情報 

   ○「草抜かざれば木も育たず」 

    まめに草を抜かなければ、雑草に養分がとられて土地はやせ、庭木や草花は十分には 

育ちません。 

春先になると、いっせいに草木が芽吹いてきます。「草に追われるな、草を追え」と 

いう言葉がありますが、雑草は油断しているとすぐに繁茂するので、春から夏にかけて 

の成長期には、二週間に一度くらいのわりで草取りをしましょう。草取りのコツは、 

カマやホウを用いて、雑草の根をかきとるようにして抜くことです。手で抜くときは、 

雑草の葉の先や茎をつまむのではなく、根もとをつまんで引き抜きます。葉や茎をつん 

でも根が残っていれば、すぐに雑草は生えてきます。 

草取りの範囲が広く、刈るのが面倒な時は、市販さえている除草剤を使うことがあり 

ます。でも、除草剤は、雑草ばかりでなく、肝心の樹木や草花にも影響して枯らして 

しまうことがあります。通路を確保するために雑草すべてを枯らすような強力なもの 

から、一般家庭用のものまでいろいろな種類があります。用途に合ったものを選ぶよう 

にしましょう。 

（造園連：庭師の知恵ことわざ辞典より） 
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